
妊娠する可能性のある女性患者（女性患者 C） 
妊娠検査の実施時期について 

 

 

【妊娠検査と妊娠検査実施時期】 
 

1）妊娠検査 

  ・尿検査（25IU/L の感度以上）又は血液検査（検査項目はβ-HCG 又は HCG とし 

   判定は施設基準に従う）を実施し、処方医師は検査結果が陰性であることを確認 

   した上で処方する。 

 

2）妊娠検査実施時期 

   ・本剤服用開始 4 週間前 

   ・本剤服用開始 2 週間前 

   ・本剤初回処方前 24 時間以内 

   ・4 週間を超えない間隔 

   ・本剤服用中止時 

   ・本剤服用中止 4 週間後 

  

 

【服用中（4 週間を超えない間隔） ～ 服用中止時 ～ 服用中止 4 週間後】 
 

〇服用中（休薬期間中も含む）の妊娠検査［4 週間を超えない間隔］ 

   ・妊娠リスクを回避するため『処方時に限らず、診察の機会をとらえ、間隔が 4 週 

    間を超えないよう』妊娠検査を実施してください。 

    

［服用中は 4 週間を超えない間隔で妊娠検査が必要］ 

・前回の妊娠検査を起点とし、次回の妊娠検査の期日が決まります。 

・前回の妊娠検査から 4 週間を超えない間隔で患者さんの受診日（来院日）を 

  設定していただくことをお勧めします。 

・長期処方（28 日以上）の場合も 4 週間を超えない間隔で妊娠検査のために 

患者さんの受診（来院）が必要になりますので、ご注意ください。 

    ※上記は基本的な管理の考え方です。参考にしていただければ幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

同意日の 4 週間前から性交渉をしていないことが 
確認された場合は不要 

前回処方（受診日） 

［妊娠検査］ 

次回受診日まで 
4 週間以上 

次回受診日まで 
4 週間以内 

次回処方（受診日） 

［妊娠検査］ 

次回処方（受診日） 

4 週間以内に 
予約変更 

妊娠検査は 

4 週間を 

超えない 

サイクルで 

次回処方（受診日） 

［予約日の確認］ 

［予約日の変更］ 



    〇服用中止時および服用中止 4 週間後の妊娠検査 

 

     ［服用中止時の妊娠検査］遵守状況確認票にて報告必要 

・医師が服用中止と判断し患者さんが医療機関を受診した日 

     （但し、前回の妊娠検査から 4 週間を超えていないこと） 

 

［服用中止 4 週間後の妊娠検査］中止後確認調査票にて報告必要 

      ・服用中止時の妊娠検査から、4 週間後に実施する妊娠検査 

 

［服用中止時・服用中止 4 週間後の妊娠検査］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     遵守状況確認票【女性患者 C】     中止後確認調査票【女性患者 C】 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回（受診日） 

妊娠検査 

次回（受診日） 

服用中止時の 妊娠検査 

遵守状況確認票 

4 週間以内 

次々回（受診日） 

服用中止 4 週間後 妊娠検査 

中止後確認調査票 

4 週間後 

初回処方及び継続処方 服用中止 中止 4 週間後 

お問い合わせ先 
藤本製薬株式会社 
TERMS管理センター 

0120-001-468 


